
 

 

教育テック大学院大学 

「人を対象とした実験等」に関する規程 

（目的）  

第１条 この規程は、教育テック大学院大学（以下「本学」という。）において行われる人を対象と

する実験研究・調査研究及び測定（以下「人を対象とした実験等」という。）に関して必要な事項

を定め、人間の尊厳と人権を重んじ、社会の理解と協力が得られる適切な研究が実施されることを

目的とする。 

（定義）  

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「所属長」とは、研究科長をいう。 

（２）「研究実施者」とは、人対象の研究等を計画し、実施する者をいう。 

（３）「実施責任者」とは、研究実施者のうち、実験等の実施に関する業務を統括するものをいう。 

（４）「提供者」とは、研究のため個人の情報等を提供する者をいう。 

（研究の基本）  

第３条 人を対象とした実験等を行う者は、法令に従うとともに、「研究倫理規程」および「ヘルシ

ンキ宣言」に示された倫理規範に則り、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、科学的及び社会的

に妥当な方法及び手段で、その研究を遂行しなければならない。 

２．研究実施者が、個人の情報等の収集又は採取を行う場合は、安心及び安全な方法で行い、提供者

の身体的、精神的負担及び苦痛を最小限にするよう努めなければならない。 

（研究実施者の説明責任）  

第４条 研究実施者が、個人の情報等を収集又は採取するときは、研究実施者は、提供者に対して研

究目的、研究成果の発表方法及び研究計画等について、「説明書」（様式１）を作成し、わかりや

すく説明しなければならない。 

２．研究実施者は、個人の情報等を収集又は採取するにあたり、提供者に対し何らかの身体的、精神

的負担若しくは苦痛を伴うことが予見される場合、その予見される状況をできるだけ、わかりや

すく説明しなければならない。 

（提供者の同意）  

第５条 研究実施者が、個人の情報等を収集又は採取するときは、原則として、予め提供者の同意

を得るものとする。 

２．「提供者の同意」には、個人の情報等の取扱い及び発表の方法等に関わる事項を含むものとす

る。 

３．研究実施者は、提供者から当該個人の情報等の開示を求められたときは、これを開示しなければ

ならない。 

４．研究実施者は、提供者が同意する能力がないと判断される場合は、提供者に代わり同意をするこ

とができる者から同意を得なければならない。 

５．提供者からの同意は、「同意書」（様式２）により行うものとし、研究実施者は、その記録を研究

終了後又は研究成果公表後、適切な期間保管しなければならない。 

６．研究実施者は、提供者が同意を撤回したときは、当該個人の情報等を廃棄しなければならない。 

（第三者への委託）  



 

 

第６条 研究実施者が第三者に委託して、個人の情報等を収集又は採取する場合は、この規程の趣

旨に則った契約を交わして行わなければならない。 

２．研究実施者は、必要があるときは、研究目的等を提供者に直接説明しなければならない。 

（授業等における収集又は採取）  

第７条 研究実施者が、授業、演習、実技、実験及び実習等の教育実施の過程において、研究のため

に学生から個人の情報等の提供を求めるときは、原則として予め同意を得るものとする。 

２．研究実施者は、個人の情報等の提供の有無により、学生の成績評価において不利益を与えてはな

らない。 

（学長の責務）  

第８条 学長は、本学における人を対象とした実験等の適正な実施に関する業務を統括する。 

（所属長の責務）  

第９条 人を対象とした実験等を実施しようとする部局の長は、国の指針及び本規程に基づき、当

該研究の適正な実施に関し、管理及び監督をしなければならない。 

（審査申請書の申請）  

第１０ 条 実施責任者は、人を対象とする実験等を実施する場合は、「人を対象とした実験等に関す

る倫理審査申請・計画書」（様式３）により、また、承認を受けた研究計画を変更する場合は、

「人を対象とした実験等計画変更・追加申請書」（様式４）により、実施責任者が所属長を経由

して、学長に申請する。 

２．学長は、人を対象とした実験等に関する倫理審査申請書及び人を対象とした実験等計画変更・追

加申請書（以下「申請書等」という。） を受理したときは、速やかに研究推進委員会（以下「委

員会」という。）にその審査を付託する。 

（審査の基準）  

第１１ 条 審査における基準は、この規程に定めるもののほか、関連する法令及び所轄庁の指針等に

よるものとする。 

（審査方法）  

第１２ 条 委員会が第 10 条に定める審査の付託を受けたときは、申請書等に基づき審査を行う。 

２．委員会は、必要あるときは実施責任者を委員会に出席させ、申請内容等の説明を求めることがで

きる。 

３．委員会は、審査の経過を勘案して、実施責任者に対して研究計画等の変更を勧告することができ

る。 

４．申請された申請書等の審査結果は、次の各号に掲げる表示により行う。 

（１）承認



 

 

（２）条件付承認 

（３）変更の勧告 

（４）不承認 

（５）非該当 

（審査の結果）  

第１３ 条 委員会は、審査結果及びその内容を学長に報告する。 

２．学長は、委員会から報告を受け、研究実施の可否を決定した場合は、審査の結果を、 

「審査結果通知書」（様式５）により、所属長を経由して速やかに実施責任者に通知する。 

３．審査の審査結果通知書には、その理由を付記する。 

４．審査の経過及び結果は、文書で記録、保存し、委員会が必要と認めたときは、公表することがで

きる。 

（研究計画等の変更）  

第１４ 条 実施責任者が、第 12 条第４項第１号及び第２号の判定を受けた申請書等において、第 11 

条に定める審査基準に関わる事項の変更をしようとするときは、その変更について委員会の承認

を得なければならない。 

２．前項の委員会の承認の方法については、第 12 条から第 13 条までの規定を準用する。 

（再審査）  

第１５ 条 審査の判定に異議のある実施責任者は、異議の根拠となる資料を添えて、学長に再審査の

申請をすることができる。 

２．再審査の申請の手続については、第 10 条の規定を準用する。 

（実施状況報告）  

第 16 条  実施責任者は人を対象とする実験等が終了又は中止になったときは、速やかに 

「人を対象とした実験等に関する実施報告書」（様式６ ）を学長に提出しなければならない。 

２．単年度を超える研究の場合は、年度ごとに報告することとする。 

（自己点検・評価及び検証）  

第１７ 条 学長は、委員会に基本方針等への適合性に係る自己点検及び評価を実施させるものとす

る。 

２．委員会は、人を対象とする実験等の実施に関する自己点検及び評価を行い、その結果を学長に報

告しなければならい。 

３．委員会は、実施責任者に自己点検及び評価のための資料を提出させることができる。 ４．学長

は、自己点検及び評価の結果について、本学以外のものによる検証をうけるよう 

に努めるものとする。 

（情報公開）  

第１８ 条 学長は、本学における人を対象とする実験等の実施に関する情報を、適切な方法により公

表しなければならない。ただし、産業財産権の取得等合理的な理由のため公表に制約のある場合

は、その期間内において公表しないものとすることができる。 

（事務）  

第１９ 条  人を対象とする実験等に関する事務は、事務局において処理する。 

（補足）  

第２０ 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、学長が別に定める。 

（規程の改廃）  



 

 

第２１ 条 この規程の改廃は、教授会において審議し、常務理事会において行う。 

 

 

 
附 則 

この規程は、２０２５年４月１日から施行する 


